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平成17年 3月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1660号

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
三
六
〇
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
（
三
六
一
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
三
六
二
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
３

◯
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
に
係
る
発
起
人
と
な
る
旨
の
届
出
（
三
六
三

・
水
産
漁
港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
公
共
測
量
終
了
の
通
知
（
三
六
四
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
の
認
可
（
三
六
五
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
旨
の
公
告
（
三
六
六
・
都
市
計
画
課
）
…
…
４

◯
秋
田
県
私
立
学
校
審
議
会
の
委
員
の
定
数
（
三
六
七
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
５

公
　
告

◯
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
６

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

◯
第
五
種
共
同
漁
業
権
に
係
る
増
殖
量
（
一
、
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
　
　
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ひ
ま
わ
り

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
清
川
の
里

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
ま
す

だダ
ス
キ
ン
ヘ
ル
ス
レ
ン
ト
横
手

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

も
も
か
げ
ん
き
ハ
ウ
ス

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
本
屋
敷
百
十
四
番
地
三

横
手
市
清
川
町
十
三
番
十
六
号

平
鹿
郡
増
田
町
増
田
字
月
山
西
二
十
九
番
地
十
三

横
手
市
横
手
町
一
の
口
五
十
番
地
五

能
代
市
畠
町
七
番
四
十
号

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介

護短
期
入
所
生
活
介
護

訪
問
介
護
、
居
宅
介
護
支

援
事
業

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
貸
与

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
三
月
一
日

平
成
十
六
年
八
月
一
日

平
成
十
七
年
二
月
一
日

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

平
成
十
四
年
三
月
一
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
松
橋
商
事
　
代

表
取
締
役

有
限
会
社
ミ
ツ
イ
設
計

代
表
取
締
役

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

代
表
取
締
役

有
限
会
社
ダ
ス
キ
ン
よ
ね

や
　
代
表
取
締
役

株
式
会
社
宮
腰
蒲
団
店

代
表
取
締
役



平成17年 3月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1660号

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

だダ
ス
キ
ン
ヘ
ル
ス
レ
ン
ト
横
手

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

も
も
か
げ
ん
き
ハ
ウ
ス

横
手
市
横
手
町
一
の
口
五
十
番
地
五

能
代
市
畠
町
七
番
四
十
号

援
事
業

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

平
成
十
四
年
三
月
一
日

代
表
取
締
役

有
限
会
社
ダ
ス
キ
ン
よ
ね

や
　
代
表
取
締
役

株
式
会
社
宮
腰
蒲
団
店

代
表
取
締
役

名
　
　
　
　
　
　
称

能
代
在
宅
介
護
支
援
プ
ラ
ン

セ
ン
タ
ー

や
さ
し
い
風
訪
問
介
護

や
さ
し
い
風
福
祉
レ
ン
タ
ル

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
秋
田
ビ
ジ
ネ
ス
　
取
締
役

有
限
会
社
秋
田
ビ
ジ
ネ
ス
　
取
締
役

有
限
会
社
秋
田
ビ
ジ
ネ
ス
　
取
締
役

所
　
　
在
　
　
地

能
代
市
西
通
町
七
番
二

号能
代
市
西
通
町
七
番
二

号能
代
市
西
通
町
七
番
二

号

変

更

年

月

日

平
成
十
五
年
九
月
一
日

平
成
十
五
年
九
月
一
日

平
成
十
五
年
九
月
一
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援
事

業訪
問
介
護

福
祉
用
具
貸
与

変
　
　
更
　
　
前

能
代
在
宅
介
護
支
援
プ
ラ

ン
セ
ン
タ
ー

有
限
会
社
秋
田
ビ
ジ
ネ
ス

取
締
役

能
代
市
西
通
町
七
番
二
号

有
限
会
社
秋
田
ビ
ジ
ネ
ス

取
締
役

能
代
市
西
通
町
七
番
二
号

有
限
会
社
秋
田
ビ
ジ
ネ
ス

取
締
役

能
代
市
西
通
町
七
番
二
号

変
　
　
更
　
　
後

や
さ
し
い
風
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー

有
限
会
社
や
さ
し
い
風

取
締
役

能
代
市
上
町
六
番
六
号

有
限
会
社
や
さ
し
い
風

取
締
役

能
代
市
上
町
六
番
六
号

有
限
会
社
や
さ
し
い
風

取
締
役

能
代
市
上
町
六
番
六
号

変
　
　
　
更
　
　
　
事
　
　
　
項



平成17年 3月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1660号

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

同
意
に
係
る
発
起
人
と
な
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出

次
の
と
お
り
公
示
し
、
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

名
　
　
　
　
　
称

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
横
手

河
辺
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

せ
せ
ら
ぎ
苑
居
宅
介
護
支
援
事

業
所

せ
せ
ら
ぎ
苑
通
所
介
護
事
業
所

河
辺
町
社
会
福
祉
協
議
会
指
定

訪
問
介
護
事
業
所

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

横
手
市
中
央
町
六
番
二
十
六
号
　
Ｇ
Ｏ
ビ
ル
一
Ｆ

河
辺
郡
河
辺
町
北
野
田
高
屋
字
上
前
田
表
六
十
六
番
地
一

河
辺
郡
河
辺
町
三
内
字
外
川
原
三
十
四
番
地
二

河
辺
郡
河
辺
町
三
内
字
外
川
原
三
十
四
番
地
二

河
辺
郡
河
辺
町
北
野
田
高
屋
字
上
前
田
表
六
十
六
番
地
一

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護
、
居
宅
介
護
支

援
事
業

居
宅
介
護
支
援
事
業

居
宅
介
護
支
援
事
業

通
所
介
護

訪
問
介
護

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
一
月
三
十
一
日

平
成
十
七
年
一
月
十
日

平
成
十
七
年
一
月
十
日

平
成
十
七
年
一
月
十
日

平
成
十
七
年
一
月
十
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

代
表
取
締
役

社
会
福
祉
法
人
河
辺
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
河
辺
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
河
辺
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

社
会
福
祉
法
人
河
辺
町
社

会
福
祉
協
議
会
　
会
長

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

男
鹿
市
五
里
合
神
谷
字
谷
地
中
九
番
地
二

杉
　
本
　
信
　
良

男
鹿
市
五
里
合
神
谷
字
谷
地
六
十
二
番
地

杉
　
沢
　
勇
　
悦

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第

一

項

の

申

出

を

す

る

漁

業

協

同

組

合

の

名

称

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合

縦
　
　
覧
　
　
期
　
　
間

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同

年
四
月
八
日
ま
で

縦
　
　
覧
　
　
場
　
　
所

男
鹿
市
北
浦
北
浦
字
忍
田
百
五
番
地

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合
北
浦
総
括
支
所

加

入

区

五
里
合

届
　
　
　
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
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秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

平
成
十
六
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号
の
公
共
測
量
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
一
日

終
了
し
た
旨
秋
田
市
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

横
手
市
館
ノ
下
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業

二
　
施
行
地
区

横
手
市
安
田
字
向
田
、
赤
坂
字
館
ノ
下
及
び
婦
気
大
堤
字
婦
気
前
の
各
一
部

三
　
施
行
認
可
の
年
月
日

平
成
九
年
十
二
月
十
一
日

四
　
施
行
者
の
名
称

朝
日
綜
合
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
熊
　
谷
　
邦
　
夫

五
　
事
業
施
行
期
間

平
成
九
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六
　
終
了
認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
七
日

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
三
百
六
十
一
号
田
沢
湖
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
五
・
二
号

４

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

男
鹿
市
五
里
合
神
谷
字
谷
地
中
九
番
地
二

杉
　
本
　
信
　
良

男
鹿
市
五
里
合
神
谷
字
向
谷
地
六
十
二
番
地

杉
　
本
　
勇
　
悦

男
鹿
市
脇
本
脇
本
字
脇
本
四
十
九
番
地
二

高
　
桑
　
芳
　
英

男
鹿
市
脇
本
脇
本
字
石
館
三
十
二
番
地
四

加
　
藤
　
邦
　
夫

由
利
本
荘
市
西
目
町
海
士
剥
字
海
士
剥
下
五
十
二
番
地

五
一

佐
々
木
　
徳
一
郎

由
利
本
荘
市
西
目
町
海
士
剥
字
御
月
森
一
番
地
百
七
十

四

佐
々
木
　
末
太
郎

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第

一

項

の

申

出

を

す

る

漁

業

協

同

組

合

の

名

称

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合

縦
　
　
覧
　
　
期
　
　
間

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同

年
四
月
八
日
ま
で

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同

年
四
月
八
日
ま
で

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同

年
四
月
八
日
ま
で

縦
　
　
覧
　
　
場
　
　
所

男
鹿
市
北
浦
北
浦
字
忍
田
百
五
番
地

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合
北
浦
総
括
支
所

男
鹿
市
脇
本
脇
本
字
七
沢
十
九
番
地

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合
脇
本
支
所

由
利
郡
金
浦
町
金
浦
字
塩
焚
浜
番
外
地

秋
田
県
漁
業
協
同
組
合
南
部
総
括
支
所

加

入

区

五
里
合

脇
本

西
目
町
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駅
前
宮
ノ
前
線

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

大
曲
市
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号
　
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
三
百
六
十
一
号
の
事
業
地
の
う
ち
仙
北
郡
田

沢
湖
町
生
保
内
字
水
沢
を
削
り
、
同
郡
同
町
生
保
内
字
水
尻
を
加
え
る
。

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
秋
田
県
私

立
学
校
審
議
会
の
委
員
の
定
数
は
、
十
人
と
し
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
私
立
学
校
審
議
会
の
委
員
の
定
数
（
昭
和
二
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号
）
は
、

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
物
件
の
所
在
地
、
面
積
等

二
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
参
加
申
込
書
の
交
付
の
場
所
及
び
期
間

三
　
入
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時

四
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

入
札
参
加
申
込
書
を
二
に
掲
げ
る
期
間
内
に
二
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
た
者
（
地
方
自
治
法

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

五
　
入
札
参
加
申
込
み
に
必
要
な
書
類
等

（一）

個
人
の
場
合

印
鑑
、
住
民
票
の
写
し
及
び
身
分
証
明
書
（
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る
も
の
）

（二）

法
人
の
場
合

印
鑑
及
び
登
記
事
項
証
明
書

六
　
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
し
、
現
金
又
は
銀
行
の
支
払
保
証
を
な
し
た

持
参
人
払
小
切
手
を
も
っ
て
入
札
時
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

七
　
入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

な
お
、
郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
は
、
認
め
な
い
。

八
　
そ
の
他

（一）

物
件
の
説
明
を
平
成
十
七
年
四
月
五
日
（
火
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
物
件
の
所
在
地
で
行

う
。

（二）

土
地
の
価
格
は
、
公
簿
上
の
面
積
で
積
算
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
後
日
確
定
さ
せ
る
実
測

値
に
基
づ
き
精
算
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（三）

温
泉
の
供
給
に
つ
い
て
は
、
田
沢
湖
町
温
泉
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
条
例
第
三
十
一
号
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
新
た
に
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（四）

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
総
務
部
人
事
課
福
利
厚
生
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
〇

四
九
）
に
照
会
の
こ
と
。

公
　
　
　
　
　
　
告

５

所
　
　
在
　
　
地

仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
駒

ケ
岳
二
番
一
二
八

面
　
積
（
g
）

六
七
、
三
六
三
・
〇
〇

四
、
五
六
八
・
八
八

予

定

価

格
（
円
）

四
四
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇

五
三
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇

地
目
等

山
　
林

建
　
物

場
　
　
　
　
　
　
所

秋
田
県
総
務
部
人
事
課

（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
〇
四

九
）

期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
四
月

十
四
日（
木
）ま
で（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）

の
午
前
九
時
か

午
後
五
時

で

場
　
　
　
　
　
　
所

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
入
札
室

日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時

平
成
十
七
年
四
月
十
五
日
（
金
）
午
後
一
時
三
十
分

場
　
　
　
　
　
　
所

秋
田
県
総
務
部
人
事
課

（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
〇
四

九
）

期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
四
月

十
四
日（
木
）ま
で（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
砂
子
沢
地
区
ほ
場
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
七
年
三
月
十
日

二
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
荒
川
地
区
ほ
場
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
七
年
三
月
十
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
二

ツ
井
町
富
根
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
七
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
二
ツ
井
町
飛
根
字
羽
立
八
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
谷
　
政
　
一

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
郎

潟
西
部
干
拓
地
区
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
五

日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
荘

市
子
吉
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
七
日
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
明
法
台
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
平
成
十
六
年

十
月
五
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
木
村
か
ら
協
議
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
桧
木
内

地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
七
日
同
意
し
た
の
で
、

同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

内
水
面
に
お
け
る
増
殖
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
平
成
十
七
年
度
の
第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種

に
係
る
増
殖
量
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
　
会
長
　
伊
　
藤
　
　
　
彊
　

６

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
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７

雄勝漁業協同組合

皆瀬川筋漁業協同組合

成瀬川漁業協同組合

雄物川上流漁業協同組合

県南漁業協同組合

横手川漁業協同組合

仙北漁業協同組合

仙北中央漁業協同組合

北仙漁業協同組合

仙北西部漁業協同組合

岩見川漁業協同組合

鹿角市河川漁業協同組合

比内町漁業協同組合

小坂町漁業協同組合

大館市漁業協同組合

田代町漁業協同組合

鷹巣町漁業協同組合

阿仁川漁業協同組合

萩形ダム漁業協同組合

粕毛漁業協同組合

能代市常盤川漁業協同組合

子吉川水系漁業協同組合

八森町真瀬川漁業協同組合

馬場目川漁業協同組合

田沢湖町漁業協同組合

合

内共　　１号

内共　２、３号

内共　　４号

内共　　５号

内共　　６号

内共　　７号

内共　　８号

内共　　９号

内共　1 0号

内共　1 1号

内共　1 2号

内共　1 3号

内共　1 4号

内共　1 5号

内共　1 6号

内共　1 7号

内共　1 8号

内共　1 9号

内共20、21号

内共　2 2号

内共　2 3号

内共24、25号

内共　2 6号

内共　2 7号

内共　2 8号

計

400

500

200

250

300

200

100

80

1,680

300

900

150

120

110

300

200

600

90

400

53

1,035

70

100

250

8,388

15

50

40

3

3

10

9

10

20

10

20

80

100

5

15

10

10

30

12

20

21

20

20

15

548

100

50

50

10

3

10

20

10

80

10

150

5

100

5

10

15

10

30

12

40

15

31

10

5

5

786

150

30

330

1,050

330

1,000

500

240

350

450

50

180

50

50

50

150

280

2,050

100

65

7,455

50

30

20

50

20

50

100

50

150

50

50

20

50

10

10

30

20

150

10

920

100
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